
◆◆　人間ドック利用の手順（ながれ）　◆◆

直接医療機関へ申し込みして下さい。
（必ず北陸電力健保組合の加入者であることを伝えて下さい。）
※申出をされないと一般の受診者として扱われ助成されない場合もあります。
※特定健診として、人間ドックを受診される場合はその旨、お伝え下さい。

①利用希望日の予約

医 療 機 関

受 診 者

※医療機関の受け入れ体制によっては，
希望日に利用できないことがあります。

※申込み後，利用できなくなった場合は
速やかに医療機関および健保支部へ
連絡して下さい。

北陸電力健保組合各支部

富山支部：高田 （トール 911-5363)
（外線 076-405-3184）

石川支部：松本 （トール 921-2323)
（外線 076-202-6544）

福井支部：木村 （トール 931-2323）
（外線 0776-29-6533）

②
「健保マイポータルから「申請書」－「人間ドック

申請書入力」

または人間ドック利用申込書の送付

利用申込書に必要事項を記入し，
受診する医療機関が所在する支部

＊利用申込書は、健保組合のホームページ、
各支部又は各社健保担当者までご請求
下さい。

③ 利 用
健康保険証や問診

票・検便等の検体

を忘れずに持参し

受診して下さい。

④ 負担金支払
受診者負担額を

医療機関窓口に

て直接支払って

下さい。

⑤ 請求

⑥ 支払

健保負担額

⑦
「人間ドック補助金申請書」の送付

※節目年齢の方は5,000円の追加助成
となりますので申請願います。


